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債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ 
 
 
今般、当社の取引先である株式会社新井組が、平成20年10月８日付で東京地方裁判所に民事再

生手続開始の申し立てを行ったことに伴い、下記のとおり、同社に対する債権について取立不能
又は取立遅延のおそれが生じましたので、お知らせいたします。 
 
 

記 
 
１．当該取引先の概要 

（１）商   号   株式会社新井組 
（２）本店所在地   兵庫県西宮市池田町12番20号 
（３）代 表 者   代表取締役社長 酒井 松喜 
（４）資 本 金   21億92百万円 
（５）事業の内容   建築・土木等の建設業及び不動産業、賃貸業 

 
２．当該取引先に生じた事実及びその事実が生じた年月日 

平成20年10月８日付で、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行いました。 
 
３．当該取引先に対する債権の種類及び金額 

（１）債権の種類及び金額 
工事債権    84百万円 
手形債権  １億26百万円 
合  計  ２億10百万円 

（２）最近事業年度の末日（平成20年３月31日）の純資産(6,285百万円)に対する割合 
3.3％ 

 
４．今後の見通し 

上記債権に対する取立不能見込額については、現在施工中の工事出来高に係る債権であり、
また、工事出来高等について現在精査中であります。 
当該取引先に対する債権の取立不能見込額については、金額が確定次第、貸倒引当金を計
上する予定であります。 
なお、業績予想の修正については、影響額が確定次第、速やかにお知らせいたします。 
 

以  上 

 


